
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全 員 協 議 会 

 

 

 

 

令和８年７月８日招集 

 

第２回大子町議会臨時会付議予定事件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大　　子　　町

資料１



付　議　予　定　事　件 

 

 
１

　大子町印鑑条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつ

いて･･･････････････････････････････････････････････････････････････

 

1 P

 
２ 　観光交流施設建築工事変更請負契約の締結について･････････････････････ 3 P

 
３

　（仮称）まちなか防災スクウェア整備工事（1 工区）変更請負契約の締結に

ついて･････････････････････････････････････････････････････････････

 

5 P

 
４ 　避難所用資機材の取得について･･･････････････････････････････････････ 7 P

 
５ 　令和８年度大子町一般会計補正予算（第２号）･･･････････････････････････ 8 P

 
６ 　令和８年度大子町水道事業会計補正予算（第２号）･･････････････････････ 9 P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　○大子町印鑑条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求 

めることについて 

 

【改正の理由】 

　　出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第５９号）の施行

に伴い、これに準拠して、多機能端末機を使用した印鑑登録証明書の交付申請について

改めるため、条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により令和８年６月１１日に専決処分をしたので、町議会

の承認を求めるものです。 

 

【改正の概要】 

１　印鑑登録証明書の交付申請の見直し（第１２条第３項関係） 

多機能端末機での印鑑証明書交付申請に際して、個人番号カードに加え、特定在 

留カード及び特定特別永住者証明書での利用を可能とするもの。 

 

【施行期日】 

　　令和８年６月１４日 

　　（新旧対照条文参照）
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大子町印鑑条例の一部を改正する条例　新旧対照条文　（下線部分は、改正部分） 

○大子町印鑑条例（昭和６３年大子町条例第５号） 
 改　　正　　案 現　　　　　行
 　（印鑑登録証明書の交付申請） 

第１２条　（略） 

２　（略） 

３　第１項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の

１５の２第１項に規定する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の

２第１項に規定する特定特別永住者証明書（これらのうち電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的

個人認証法」という。）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９

年法律第８６号）第１２条の２第４項第３号ロに規定する移動端末設備であって公的個

人認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録

された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）を利用し、多機能端末機（町の電

子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の

交付等の機能を有するものをいう。）に暗証番号（公的個人認証法第２条第５項に規定

する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。）を入力するこ

とにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 

 

 

 

　（印鑑登録証明書の交付申請） 

第１２条　（略） 

２　（略） 

３　第１項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個

人認証法」という。）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証

明書が記録されているものに限る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年

法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人

認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ

れた電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）を利用し、多機能端末機（町の電子

計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の交

付等の機能を有するものをいう。）に暗証番号（公的個人認証法第２条第５項に規定す

る利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。）を入力すること

により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 
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　　 ○観光交流施設建築工事変更請負契約の締結について 

 

　令和７年６月１２日に町議会の議決を経て締結した観光交流施設建築工事請負契約を変

更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年大子町条例第１０号）第２条の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 

１　契約の目的　　観光交流施設建築工事 

 

２　工事の場所　　大子町大字大子地内 

 

３　工 事 概 要　　茨城県による防災道の駅整備及び町による（仮称）まちなか防災スク

ウェア整備に合わせて計画している防災対応型観光交流施設（敷地面

積 3,947.95 ㎡）の建築工事。 

 

４　変更の内容　　請負金額の変更 

　　　　　　　　　変更前　　１，３４１，４５０，０００円 

　　　　　　　　　変更後　　１，３６５，５４０，０００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　（２４，０９０，０００円増額） 

 

５　仮契約締結日　令和８年６月２６日 

 

６　財源の内訳　　国庫支出金　　　　６８１，８７４，０００円 

　　（予定額）　　　　　　　　　　※国庫補助金：地域未来交付金（地域未来推進型）、 

　　　　　　　　　都市構造再編集中支援事業費補助金 

地方債　　　　　　３４３，５４０，０００円 

森林環境譲与税基金　　１，９９８，０００円 

一般財源　　　　　３３８，１２８，０００円 

 

７　契約の相手方　茨城県日立市城南町１丁目１１番３１号 
鈴縫工業　株式会社　 
代表取締役　鈴木　達二 
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８　変更の理由　（１）同一敷地内における工事集中に伴う仮設通路整備及び切替え作　　 

　　　　　　　　　　　業の追加。 

　　　　　　　　（２）テナントとの協議による内外装工事・鉄骨工事・設備工事等の 

変更。 

 

 

 

- 4 -



　　 ○（仮称）まちなか防災スクウェア整備工事（１工区）変更請負 

契約の締結について 

 

　令和７年６月１２日に町議会の議決を経て締結した（仮称）まちなか防災スクウェア整

備工事（１工区）請負契約を変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大子町条例第１０号）第２条の規定により、町

議会の議決を求めるものです。 

 

１　契約の目的　　（仮称）まちなか防災スクウェア整備工事（１工区） 

 

２　工事の場所　　大子町大字大子地内 

 

３　工 事 概 要　　（仮称）まちなか防災スクウェア整備 

建築工事（開閉式屋根付きイベント広場、管理・控室棟、トイレ棟）、 

機械設備工事、電気設備工事 

 

４　変更の内容　　請負金額の変更 

　　　　　　　　　変更前　　　　９３６，９８０，０００円 

　　　　　　　　　変更後　　１，０３４，２２０，０００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　（９７，２４０，０００円増額） 

 

５　仮契約締結日　令和８年６月２６日 

 

６　財源の内訳　　国庫支出金　　５１７，１１０，０００円 

　　（予定額）　　　　　　　　※国庫補助金：都市構造再編集中支援事業費補助金 

　　地方債　　　　５１７，１００，０００円 

　　　　　　　　　一般財源　　　　　　　　１０，０００円 

 

７　契約の相手方　茨城県水戸市備前町６番４３号 

株式会社　田村工務店 

代表取締役　田村　貴也 
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８　変更の理由　（１）建築確認申請指摘事項への対応に伴う変更。 

　　　　　　　　（２）同一敷地内における工事集中に伴う外構工事の施工方法の変更。 
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　　○避難所用資機材の取得について 

 

　基幹避難所１２箇所で使用する避難所用資機材簡易トイレ・ベッド等の取得について、

令和８年６月４日に指名競争入札を実施した結果、落札者が決定し、仮契約を締結したの

で、この契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年大子町条例第１０号）第３条の規定により、町議会の議決を

求めるものです。 

 

１　取得する財産　避難所用資機材　一式 

 

２　契約の方法　　指名競争入札 

 

３　契約の金額　　２３，１００，０００円（消費税を含む。） 

 

４　財源の内訳　　国庫支出金　　１１，５５０，０００円 

（予定額）　　　　　　　　※国庫補助金：地域未来交付金（地域防災緊急整備型） 

一般財源　　　１１，５５０，０００円 

 

５　契約の相手方　茨城県久慈郡大子町大字大子６７９番地 

　　　　　　　　　有限会社やまぶんオフィスパートナー 

　　　　　　　　　代表取締役　山　田　尚　志
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　○令和８年度大子町一般会計補正予算（第２号） 【主な歳出】

（歳入歳出予算の補正） （単位：千円）

国　庫 県　支 その他

支出金 出　金 （費目）

水道事業会計補助金 25,337 11,500 13,837

（水道基本料金減免分） （重点支援）

現計額 0 0 0

補正額 25,337 11,500 13,837

補正後 25,337 11,500 13,837

クマ撃退ポール購入費 1,244 1,244

現計額 0 0

補正額 1,244 1,244

補正後 1,244 1,244

生瀬小学校漏水調査業務委託料 396 396

現計額 0 0

補正額 396 396

補正後 396 396

26,977 11,500 0 0 0 15,477

12,412,252 1,671,167 591,164 1,194,500 875,046 8,080,375

12,439,229 1,682,667 591,164 1,194,500 875,046 8,095,852

歳　　　　　　　　　　出 歳　　　　　　　　　　入

特　　　定　　　財　　　源

補　正　予　算　額

補 正 前 の 予 算 額

補 正 後 の 予 算 総 額

付　　　　　記
補 正 額 の う ち 主 な 項 目 金　額 一般財源

地方債

3 生瀬小で漏水の疑いがあることから、その原因を
特定するための詳細な調査を行うもの。
○配管確認　　　　　　　　　　　 　 39千円
　音聴調査(おおまかな漏水ﾙｰﾄの確認) 55千円
　気密試験(漏水の有無の確認)　　　  33千円
　ﾍﾘｳﾑ透過式調査(漏水箇所の特定) 　132千円
　その他(諸経費等)　　　　　　　　 137千円

1 【重点支援地方交付金関連】
物価高騰対策支援として、国の交付金に町の財源
を上乗せし、水道基本料金2か月分(8、9月徴収
分)を減免するもの。
○対象件数　　6,996件(R8年5月時点)
○減免額
　一般用　1,600円×1.1×2か月＝3,520円
　その他(大口等)　　 4,400円～31,900円

2 昨年度の全国クマ被害件数が過去最多となる中、
護身用のポールを学校等に配置し、町民等の安全
確保を図るもの。
○ﾎﾟｰﾙ形状
　L=170cm、530g、ｱﾙﾐ合金製(刃先付)
○ﾎﾟｰﾙ　@16,800×74本=1,244千円
○配置予定場所
　学校、観光施設、ｺﾐｾﾝ、消防団、ｽｸｰﾙﾊﾞｽ等
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　○令和８年度大子町水道事業会計補正予算（第２号） 【主な歳出】

（収入支出予算の補正） （単位：千円）

国　庫 県　支

支出金 出　金 (一般会計) (料金収入等)

収益的支出

水道基本料金減免 700 25,337 △ 24,637

委託料 700

一般会計補助金（歳入） 25,337

水道料金（歳入） △ 24,637

現計額 0 0

補正額 700 25,337 △ 24,637

補正後 700 25,337 △ 24,637

700 0 0 0 25,337 △ 24,637

544,077 0 0 0 12,664 531,413

544,777 0 0 0 38,001 506,776

支　　　　　　　　　　出 収　　　　　　　　　　入

特　　　定　　　財　　　源

その他

補　正　予　算　額

補 正 前 の 予 算 額

補 正 後 の 予 算 総 額

付　　　　　記
補 正 額 の う ち 主 な 項 目 金　額

地方債

1 【重点支援地方交付金関連】
物価高騰対策支援として、国の交付金に町の財
源を上乗せし、水道基本料金2か月分(8、9月徴
収分)を減免するもの。
○対象件数　　6,996件(R8年5月時点)
○減免額
　一般用　1,600円×1.1×2か月＝3,520円
　その他(大口等)　　 4,400円～31,900円
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